
 
事 務 連 絡                                

令和８年２月 18 日 

 

各府省庁消費者政策担当課 御中  

消費者庁消費者政策課 

寄 附 勧 誘 対 策 室 

 

法人・団体向け不当寄附勧誘防止法説明会 in 仙台 2026の開催について 

（周知依頼） 

 

平素から消費者行政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

消費者庁においては、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図るため、法人等による

寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和４年法律第 105 号。以下「不当寄附勧誘防止

法」という。）を運用しており、関係する情報の収集と調査を日々行うとともに、本法の趣

旨について、積極的な周知・啓発に取り組んでいるところです。 

 

今般、消費者庁では、昨年に引き続き、寄附を募る法人・団体が本法を正しく理解し、寄

附の勧誘を行う際に抱く不安や懸念を解消していただくことを目的として、別紙のとおり、

仙台駅周辺の会場及びオンライン配信にて、不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を

参加費無料にて開催することといたしました。 

 

各府省庁におかれましては、本説明会の開催趣旨を御理解いただき、本説明会の開催につ

いて、寄附を募るあらゆる法人・団体に広く周知が行きわたるよう、関係機関等に御案内い

ただきますようお願いいたします。 
 

また、ポスターやパンフレット等の各広報媒体を下記消費者庁ウェブサイトに掲載してお

りますので、ダウンロードいただくなどして御活用いただき、不当寄附勧誘防止法の周知に

御協力を賜れますと幸甚に存じます。 
 

（参考） 

○ 法人・団体向け不当寄附勧誘防止法説明会 in 仙台 2026の開催について 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/044996/ 

○ 不当寄附勧誘防止法（消費者庁ウェブサイト） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/ 

以上 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】        
消費者庁 消費者政策課寄附勧誘対策室   

担当：酒井、植栗、佐藤、小笠原 

Tel: 03-3507-8800(代表) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/044996/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/


 
（別紙） 

 


